
 

○
財
務
省
令
第
四
十
号 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
二
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を

こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び

改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

後 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

前 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
等

の
様
式
を
定
め
る
省
令 

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
規
定
す
る
立
入
検
査
又
は
質
問
を
行
う

職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
証
明
書
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項 

二 

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
二

条
第
一
項 

                

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
の

様
式
を
定
め
る
省
令 

 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
立
入
検
査
又

は
質
問
を
行
う
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

                 

表
 
面
 

写
 
 
真
 

第
 
 
 
 
号
 
 

身
 
分

 
証

 
明

 
書

 
官
 
 
職
 
 
  

  
  

  
  

  
  
  
  

氏
 
 
名
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

生
年
月
日
 
 
  

  
  
  

  
  

  
  

  

交
 
付
 
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

上
記

の
者

は
、

外
国

為
替

及
び

外
国

貿

易
法

第
六

十
八

条
第

二
項

に
規

定
す

る
証

票
等

の
様

式
を

定
め

る
省

令
各

号
に

掲
げ

る
法

律
に

係
る

立
入

検
査

又
は

質
問

を
行

う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
財
務
省
国
際
局
長
 

（国際局用） 

印
 又

は
 

刻
印

 

印
 

表
 
面

 

第
 
 
 
 
号
 
 

身
 
分

 
証

 
明

 
書

 
官
 
 
職
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

氏
 
 
名
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

生
年
月
日
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

 

 
 
上

記
の

者
は

、
外

国
為

替
及

び
外

国
貿

易
法

第
68

条
の

規
定

に
よ

る
立

入

検
査
又
は
質
問
を

行
う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
 
交
付
日
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財
務
省
国
際
局
長
 

（国際局用） 

印
 

 



                          

                        

表
 
面
 

第
 
 
 
 
号
 
 

身
 
分

 
証

 
明

 
書

 
官
 
 
職
 
 
  

  
  

  
  

  
  
  
  

氏
 
 
名
 
 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

生
年
月
日
 
 
  

 
  
  

  
  

  
  

  

交
 
付
 
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

上
記

の
者

は
、

外
国

為
替

及
び

外
国

貿

易
法

第
六

十
八

条
第

二
項

に
規

定
す

る
証

票
等

の
様

式
を

定
め

る
省

令
各

号
に

掲
げ

る
法

律
に

係
る

立
入

検
査

又
は

質
問

を
行

う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  財

務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
 

写
 
 
真
 

印
 又

は
 

刻
印

 

裏
 
面

 

         

(
備
考
)
用
紙
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
、
６
４
×
９
１
m
m
と
す
る
。
 

 

 

１
 
本
証
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易

 
法
関
係
の
検
査
の
際
は
必
ず
携
帯
す
る

 
こ
と
。

 
２
 
本
証
を
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡

 
し
な
い
こ
と
。

 
３
 
本
証
を
紛
失
、
汚
損
し
、
又
は
記
載

 
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
即
時

 
そ
の
旨
を
申
告
し
て
再
交
付
を
受
け
る

 
こ
と
。

 
４
 
官
印
の
な
い
も
の
及
び
写
真
に
印
又

 
は
刻
印
の
な
い
も
の
は
無
効
と
す
る
。

 
５
 
検
査
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

 
速
や
か
に
本
証
を
返
納
す
る
こ
と
。

 

写
 
 
真
 印

 

 
 
又

は
 刻

印
 表

 
面

 

(
備
考
)
用
紙
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
、
６
４
×
９
１
m
m
と
す
る
。
 

裏
 
面
 

１
 

本
証

は
、

外
国

為
替

及
び

外
国

貿
易

法
及

び
資

金
決

済
に

関
す

る
法

律
の

規
定
に
基
づ
く
検
査
の
際
は
必
ず
携

帯
す
る
こ
と
。

 
２
 
本
証
を
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲

渡
し
な
い
こ
と
。

 
３

 
本

証
を

紛
失

、
汚

損
し

、
又

は
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

即

時
そ
の
旨
を
申
告
し
て
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

 
４

 
官

印
の

な
い

も
の

及
び

写
真

に
印

又
は

刻
印

の
な

い
も

の
は

無
効

と
す

る
。

 
５

 
検

査
に

従
事

し
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

本
証

を
返

納
す

る
こ

と
。

 

（財務局又は福岡財務支局用） 

印
 第
 
 
 
 
号
 
 

 
 

 
 

 
官
 
 
職
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

氏
 
 
名
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

生
年
月
日
 
 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

 
 

 

 
 
上

記
の

者
は

、
外

国
為

替
及

び
外

国
貿

易
法

第
68

条
の

規
定

に
よ

る
立

入

検
査
又
は
質
問

を
行
う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
 
交
付
日
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
 

（財務局又は福岡財務支局用） 

印
 



    

            

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

１
 
本
証
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易

 
法
関
係
の
検
査
の
際
は
必
ず
携
帯
す
る

 
こ
と
。

 
２
 
本
証
を
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡

 
し
な
い
こ
と
。

 
３
 
本
証
を
紛
失
、
汚
損
し
、
又
は
記
載

 
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
即
時

 
そ
の
旨
を
申
告
し
て
再
交
付
を
受
け
る

 
こ
と
。

 
４
 
官
印
の
な
い
も
の
及
び
写
真
に
印
又

 
は
刻
印
の
な
い
も
の
は
無
効
と
す
る
。

 
５
 
検
査
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

 
速
や
か
に
本
証
を
返
納
す
る
こ
と
。

 

裏
 
面

 

         

写
 
 
真
 印

 

 
 
又

は
 刻

印
 

(
備
考
)
用
紙
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
、
６
４
×
９
１
m
m
と
す
る
。
 

１
 

本
証

は
、

外
国

為
替

及
び

外
国

貿
易

法
及

び
資

金
決

済
に

関
す

る
法

律
の

規
定
に
基
づ
く
検
査
の
際
は
必
ず
携
帯
す
る
こ
と
。

 
２
 
本
証
を
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

 
３

 
本

証
を

紛
失

、
汚

損
し

、
又

は
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

即

時
そ
の
旨
を
申
告
し
て
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

 
４

 
官

印
の

な
い

も
の

及
び

写
真

に
印

又
は

刻
印

の
な

い
も

の
は

無
効

と
す

る
。

 
５

 
検

査
に

従
事

し
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

本
証

を
返

納
す

る
こ

と
。

 

裏
 
面
 

(
備
考
)
用
紙
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
、
６
４
×
９
１
m
m
と
す
る
。
 



 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 
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